
会社概要

 ⼤⼿監査法⼈にて延べ100件以上のASSET・SHIFT検証経験を持つ検証⼈が担当します。
 SHIFT制度の他、東京都・埼⽟県排出量取引制度の検証にも精通する検証⼈が複数在籍しています。
 豊富な経験と⾼い専⾨性に裏付けられた確実な検証⼿続きを実施します。

経験豊かな検証⼈

 ⼤規模な検証機関と異なり、弊社内部の維持コストを抑えることが可能です。
 受嘱段階から検証報告書の提出まで⼀貫して効率的に進めることにより、コストを縮⼩させます。

株式会社BiSUSによるSHIFT制度検証

株式会社BiSUS会社名

・⾮財務情報に関する第三者検証
・⾮財務情報の算定・開⽰に関するコンサルティング
・低炭素化に関するコンサルティング
・⾃然環境に関するコンサルティング など

事業内容

〒102-0093
東京都千代⽥区平河町2-7-5 砂防会館本館6階
TEL︓03-6272-5418 FAX︓03-3234-4361

所在地

https://bisus.jp/URL

コストメリット

お⾒積りのご依頼やお問い合わせがございましたらメールやお電話でお気軽にお問合せ下さい。
E-mail: info@bisus.jp



検証⼿続きの流れ

事業者様 弊社

⽬標保有者や事業所範囲や排出源等を把握する
ため、申請時に提出された「算定報告書」をご提供
いただきます。

頂いた情報をもとに独⽴性のチェックなどを⾏い、受
嘱が可能な場合にお⾒積書をご提出いたします。

お⾒積額等について承諾いただけましたら、ご契約を
締結させていただきます。

受嘱⼿続き

検証計画
「検証業務計画書」を作成し事業者様へ提出します。
検証業務計画書には、現地検証のスケジュールや検
証のためにご準備いただきたい資料等を記載します。

「検証業務計画書」をもとに、資料等をご準備いただ
き、可能な範囲で現地検証の実施前に、弊社にご
提出をいただきます。

現地検証当⽇

現地検証は、基準年度・削減⽬標年度共に1,2名でお伺いし、通常は1⽇で終了します。
当⽇は、以下のような⼿続きを実施いたしますので事業者様にご対応をお願いいたします。
 現場確認による事業所境界の妥当性、排出源・モニタリングポイントの網羅性の検証
 燃料使⽤量の網羅性および正確性の検証
 各ご担当者へのヒアリング
 算定報告書の修正依頼 など

検証報告書の提出
全ての必要な修正が完了したことを確認した上で、
弊社内での審査を実施し、検証報告書⼀式を事務
局へ提出します。

必要な場合、算定報告書をご修正していただきます。

排出量の確定

検証報告書⼀式に対する事務局のレビュー結果に
ついて、弊社にて随時対応いたします。

事務局のレビュー結果について、事業者様にご対応
いただく場合があります。

事務局の承認が得られますと、排出量の確定となり
ます。

以下のような流れで検証⼿続きを実施いたします。ご契約後、最短1.5か⽉程度で検証結果報告書を発⾏することが可能です。


